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関西電力管内における平成２７年度冬の電力需給見通し等について 

平成2７年10月２９日 

関西広域連合エネルギー検討会 

関西電力管内における平成２７年度冬の電力需給見通しについて、関西電力では、需要にお

いては節電効果等による需要の減少を、供給においては火力発電所の定期点検の延期等による

自社供給力の最大限確保などを見込んでいる。これにより、電力安定供給に最低限必要とされ

る予備率３％以上は確保できる見込みである。 

しかしながら、予備率３％は安定供給に最低限必要な予備率であり、火力発電が高稼働とな

るなか、計画外停止の総数は全国的に増加している。 

このようなことから、需給がひっ迫しないよう、安心で安定した電力需給に向けて、節電の

着実な実施、発電所のトラブル対策の推進、万一の需給ひっ迫を想定した供給力の追加や需要

の抑制、連絡体制の整備等の取組が重要である。 

資料１ 関西電力管内における電力需給見通し（２月）  

                     （単位：万 kW）  

 平成 27 年度 
〔参考〕 

平成 26 年度 

需要 2,496 2,535

供給力 2,579 2,612

原子力 0 0

水力 167 165

火力 1,668 1,663

揚水 276 253

他社 473 472

融通等 ▲5 60

供給予備力 

(予備率) 

83 

(3.3%) 

77 

(3.0%) 

出典：第１２回電力需給検証小委員会資料 

資料1-2
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Ⅰ 電力需給の見通し 

１ 需要 

(1) 概要 

○ 国の検証では、関西電力管内のピーク時需要について、東日本大震災前の平成２２年度

冬の需要実績から、節電影響▲101万ｋWのほか、離脱影響、経済影響、気温影響を見

込んで、平成27年度冬の最大電力を２，４９６万 kWと算定した。 

○ 昨冬の想定需要２，５３５万ｋＷと比較すると、３９万ｋＷ減少している。（昨冬のピー

ク時需要実績は２，４８４万 kW） 

○ 算定手法は従来と同様であり、妥当なものと考えられる。 

資料２ 需要想定の考え方 
出典：第１２回電力需給検証小委員会資料をもとに作成 

(2) 要因ごとの検証 

① 節電影響 

・ 節電影響については、▲１０１万 kWとしている。 

・ これは、昨冬の１日ごとの最大需要実績値の上位３日平均を平成２２年度冬と比較す

ることで算出した節電実績である▲１１８万 kWを大口需要家・小口需要家・家庭に

分類し、それぞれの節電実績に、関西電力管内でこの8月に実施された節電アンケー

トに基づき、今冬も昨冬と同様の取組を継続すると回答した割合を乗じて算出したも

のである。 

資料３ 節電影響の想定 
出典：第１２回電力需給検証小委員会資料をもとに作成 

節電継続率

（b）

大口 ▲53 86% 550 件 ▲46

小口 ▲33 85% 363 件 ▲28

家庭 ▲32 85% 1,071 件 ▲27

計 ▲118 86% 1,984 件 ▲101

節電アンケート結果

サンプル数

H26年度

節電実績

（a）

H27年度

節電影響

（a）×（ｂ）
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② 離脱影響 

・ 離脱影響については、▲１０４万 kWと想定している。 

・ 離脱影響は、需要家が関西電力以外の電力供給事業者に変更することによる需要の増

減であり、過去実績の動向を踏まえ、平成２２年度冬と比較して▲６４万ｋＷとなっ

た昨冬実績からさらに▲４０万ｋＷを見込んでいる。 

③ 経済影響 

・ 経済影響については、平成２２年度冬と比較して＋１万 kWとなった昨冬の実績に、

GDPの見通し等から今後の景気拡大＋５万 kWを織り込み、＋６万 kWと想定して

いる。 

④ 気温影響 

・ 気温影響については、平成２３年度並みの厳寒を想定し、過去１０年における、最大

３日平均電力とその発生日における日平均気温の平均との関係式から、＋６３万ｋＷ

を見込んでいる。 

(3) 需要抑制に関する関西電力の取組 

○ 関西電力は、日頃から、以下のように需要抑制に取り組むとしている。 

・ ホームページやフェイスブック、検針票等を活用し、節電のお願いや需給情報の提供

を行う。 

・ 電気ご使用量のお知らせ照会サービス（はぴｅみる電、約１３１万件［平成２７年９

月末時点］）の登録者拡大による見える化を推進する。 

○ 関西電力は、需給がひっ迫すると判断した場合には、以下のようにさらなる需要抑制に

取り組むとしている。 

・ 瞬時調整特約等（約３４万ｋＷ、２２件）を活用し、需給ひっ迫の前日の通告等によ

り負荷抑制を図る。 

・ 通告ネガワット特約を活用し、需給ひっ迫時の前日や前週の通告等により大幅な負荷

抑制を図る。〔契約調整電力の確保に向けて取り組む：昨冬実績（約１０万 kW、  

１６６件）〕 

・ ＢＥＭＳアグリゲータとの協業によるピーク抑制に努める。 

〔契約調整電力の確保に向けて取り組む：昨冬実績（朝：約0.1万 kW、夕：約0.2

万ｋＷ、１２事業者）〕 

・ 需要ひっ迫時に電子メールを配信する。〔昨冬の登録者数（約７２万件）の拡大に向

けて取組〕 

・ はぴｅみる電の対象者へ節電のお願い・協力企業のクーポン（割引・ポイント付与等）

を送付して外出を促すことにより、需要抑制を図る。〔昨冬の協力企業への来店者数

（5回実施で延べ約1.6 万人）の拡大に向けて取組〕 
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２ 供給力 

(1) 概要 

○ 国の検証では、関西電力管内の供給力を２，５７９万ｋＷとし、最大需要２，４９６万

ｋWに対して供給予備力８３万ｋW、予備率３．３％が確保されている。 

○ 関西電力は、定期点検の延期等により自社供給力を最大限確保し、最低限必要とされる

予備率３％以上となる２，５７９万ｋＷを確保することとしている。 

○ なお、昨冬想定されていた他電力会社からの応援融通は見込まない。 

○ 供給力の主な増減要因は以下のとおりである。 

・ 揚水の＋２３ｋＷ 

・ 融通等の▲６５万 kW（他電力会社からの応援融通（▲４６万 kW）及び新電力への

送電増等（▲１９万 kW）） 

資料５ 今冬の供給力の見通し 

（単位：万 kW） 

① 昨冬想定 ②今冬想定
増減 

（②－①） 

備考 

供給力合計 2,612 2,579 ▲33 

原子力 0 0 0 
☆稼働していない原子力は、再稼動がない場合と

して計上しない 

火力 1,663 1,668 ＋6 

☆原則として全台稼働とし、必要不可欠な設備の

みを点検 

○定期定検による補修量差による増 +31 

（H26：海南2号・4号 

H27:南港1号、相生1号・3号、舞鶴1号） 

○姫二の圧力プレート設置等による減 ▲30 

○火力増出力等 +6 

水力 165 167 +2 
☆天候によらず安定的な供給力として、月間の下

位５日の３０年間平均から算定 

揚水 253 276 +23 ☆需要と他の供給力との関係などから算定 

新エネ 0 0 0 
☆冬季はﾋﾟｰｸ時間帯として18時台を想定して

おり、太陽光は供給力に見込まない 

他社 472 473 +1 

☆冬季はﾋﾟｰｸ時間帯として18時台を想定してお

り、太陽光は供給力に見込まない   
新エネ 0 0 0 

水力・揚水 54 62 ＋8 

火力 417 411 ▲7 

融通等 60 ▲5 ▲65 
○応援融通の減（▲46）H26：46、H27：0 

○新電力への送電増等（▲19） 

出典：第１２回電力需給検証小委員会資料をもとに作成 

（凡例）

☆ 計上の考え方 
○ 昨冬との相違 
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(2) 電源種別毎の供給力 

① 火力 

・火力発電については、期間中の定期点検をできるだけ避けることにより、昨冬と比べて＋

６万 kWを見込んでいる。 

・電気事業法による定期点検を震災特例の適用により繰り延べていた発電所のうち南港発電

所1号機、相生発電所1・3号機、舞鶴1号機の定期点検を実施する。（昨冬は海南発電

所２・４号機で定期点検を実施） 

資料６ 関西電力関係火力発電一覧     （単位：万 kW）

発電所 出力 
H26 冬 
想定 

H27 冬 
想定 

備考 

舞鶴 
1 

石炭 
90.0 90.0  83.8 H28.2 下旬～H28.7 定期点検予定 

2 90.0 90.0 90.0 

姫路第二 

1 

LNG 

46.0 48.7 46.0 圧力プレート設置による減 

2 46.0 48.6 46.0 圧力プレート設置による減 

3 46.0 48.7 46.0 圧力プレート設置による減 

4 46.0 48.6 46.0 圧力プレート設置による減 

5 46.0 48.7 46.0 圧力プレート設置による減 

6 46.0 48.6 46.0 圧力プレート設置による減 

既設 5 60.0 60.0 60.0 定期点検延長 

既設 6 60.0 58.3 43.8 

姫路第一 
5 72.9 72.9 72.9  

6 71.3 71.3 71.3 

南港 

1 60.0 60.0 53.8 H28.2.下旬～H28.7 定期点検予定 

2 60.0 60.0 60.0 

3 60.0 60.0 60.0 

堺港 

1 40.0 40.0 40.0 

2 40.0 40.0 40.0 

3 40.0 40.0 40.0 

4 40.0 40.0 40.0 

5 40.0 40.0 40.0 

赤穂 
1 

石油 

60.0 60.0 60.0 

2 60.0 60.0 60.0 定期点検延長 

相生 

1 37.5 37.5 0 H27.10.1～H28.5 定期点検 

2 37.5 37.5 37.5 

3 37.5 37.5  12.9 H28.2 中旬～H28.8 定期点検予定 

宮津エネルギー研究所 
1 37.5 0 0 （長期計画停止中） 

2 37.5 0 0 （長期計画停止中） 

多奈川第二 
1 60.0 0 0 （長期計画停止中） 

2 60.0 0 0 （長期計画停止中） 

海南 

1 45.0 45.0 45.0 

2 45.0 0 45.0 

3 60.0 60.0 60.0 

4 60.0 0 60.0 

御坊 

1 60.0 60.0 60.0 

2 60.0 60.0 60.0 

3 60.0 60.0 60.0 

関空エネルギーセンター 
1 

ガスタービン 

2.0 2.0 2.0 

2 2.0 2.0 2.0   

姫路第一 
GT1 3.3 3.3 3.3 

GT2 3.3 3.2 3.2 

火力増出力 20.2 25.7   

計  1,663 1,668 

出典：関西電力提供資料
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② 水力 

・水力発電については、降雨等により供給力が日々変化するため、過去３０年間の各月に

おける供給力の下位5日を平均した値を算出している。 

・今冬は、下小鳥１号機（１４万 kＷ）などが修繕工事等のために停止の予定。 

③ 揚水 

・揚水発電の供給力の算定にあたっては、夜間の需要と供給力から、貯水量がない状態の

上部ダムへのポンプアップ可能量を設定する。それをもとに３割の発電ロスを見込んで

１日の揚水発電可能量を算定したのち、揚水発電を稼働させる各時間帯の予備率が一定

になるように時間帯毎の供給力を割り振り、ピーク時間帯（18時台）の供給力を 

２７６万 kW（昨冬の２５３万 kWから２３万Kw増）と算定している。 

・今冬は、奥吉野４・５号機（計４０万 kW）、奥多々良木１・２号機（計６１万 kＷ）が

設備工事等のために停止の予定。 

資料７ 揚水発電の供給力 

④ 他社（卸電気事業者、ＩＰＰ・共同火力、自家発電等） 

・関西電力は、卸電気事業者である電源開発㈱、ＩＰＰ（独立系発電事業者）・共同火力

事業者、自家発電を行っている事業者からの電力調達による供給力として、計４７３万

kW（昨冬の４７２万 kWから１万 kW増）を見込んでいる。 

⑤ 融通等 

・他電力会社からの応援融通は昨冬４６万ｋWを見込んたが、今冬は見込んでいない。 

・新電力からの調達及び新電力への送電等で▲５万ｋWを見込み、昨冬から▲１９万ｋ

Ｗとしている。 

出典：関西電力提供資料
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(3) 中西日本6社の需給状況について 

○ 国では、各電力会社の需給バランスだけでなく、９社、東日本・中西日本6社といった

広域的な視点で安定供給可能か、需給バランスを検証している。 

○ 今冬の中西日本6社は、昨年度に停止していた原子力発電所の運転再開（川内１号機）

などにより、予備率は５．４％（昨冬の４．８％から０．６％改善）となる。 

資料８ 中西日本6社の需給状況（2月） 

(単位：万 kW)

  中部 関西 北陸 中国 四国 九州 中西６社 
中西６社 

〔昨冬〕 

供給力  2,499 2,579 557 1,170 528 1,586※ 8,919 8,925 

需要 2,356 2,496 529 1,067 497 1,515 8,460 8,513 

供給－需要 143 83 28 103 31 71 459 412 

（予備率） 6.1% 3.3% 5.3% 9.6% 6.2% 4.7% 5.4% 4.8% 
※ 九州電力については、９月１０日に通常運転を開始した川内原発１号機（89万 kW）を供給力に計上。  

出典： 第１２回電力需給検証小委員会資料 

(4) 需給ひっ迫時における関西電力の取組 

○ 関西電力は、予想を上回る気温の低下などによる需要の急増や発電所のトラブルなど、不

測の事態により、需給がひっ迫するおそれがあると判断した場合には、ひっ迫の回避に向

け、卸電力取引所からの調達や電力広域的運営推進機関（平成 27 年 4 月発足）の指示

に基づく需給ひっ迫融通の受電などにより、供給力の確保に最大限努力するとしている。 
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Ⅱ トラブルリスク 

電気事業法では、火力発電所の定期点検が義務付けられているが、災害等の非常の場合、点検

時期を延期することができることとされている。 

震災以降、全国的に原子力発電所が停止している中で、多くの火力発電所において定期点検の

時期が延期され稼働率が増加しており、計画外停止の件数は増加している。 

関西電力は、供給力を最大限に確保するため、火力発電の定期点検時期の延期などをしており、

そのような中、計画外停止を未然に防止するため、巡回点検や監視の強化等により異常兆候の早

期発見に向けた取り組みを行っている。 

しかし、トラブルは常に起こり得るものであることを認識しておかなくてはならない。 

１ 計画外停止の状況 

○ 電力９社（北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、関西電力、北陸電力、中国電

力、四国電力、九州電力）における火力発電所の計画外停止の件数（夏期：7～9月、冬

期：12～2月の合計）をみると、平成２４、２５、２６年度は平成２２、２３年度に比

べて増加している。 

○ 関西電力における計画外停止の件数をみると、全国と同様の傾向である。 

資料９ 電力 9社及び関西電力における夏期・冬期の火力発電所の計画外停止件数 

出典：第１２回電力需給検証小委員会資料をもとに作成 
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２ 関西電力の計画外停止への対応 

○ 関西電力は、計画外停止を未然に防止するため、巡回点検や監視の強化等、異常の早期発

見に向けた取り組みを実施しており、異常の兆候が発見された場合、週末などの需給が安

定している期間を利用して臨時の補修作業を実施している。 

○ また、計画外停止の発生に備えて、必要資材の確保や緊急時の補修作業体制の確保等を行

っている。 

例）海南発電所における早期発見・早期復旧に向けた取組み 

      平成２６年１２月、巡回点検において、ボイラ内部燃焼排ガス漏れによるボイラ

側面の変色を確認したが、恒久対策には、長期間の停止が必要となることから、需

給上余力のある週末・年末年始等を活用した応急対策を実施するとともに、変色箇

所の温度監視を強化し、異常兆候の早期発見に努めた。 

      監視強化により、変色箇所の温度上昇を認めたことから、需給上の余力を活用し

た恒久対策を実施。実施にあたっては、需給ひっ迫となれば、応急で復旧できる体

制を構築しながら実施し、需給への影響を最小限にとどめた。 

○ 異常兆候の早期発見・早期復旧の取組みにより、計画外停止からの平均復旧日数は、震災

前と比べて減少している。 

資料１０ 関西電力の火力発電所の計画外停止からの平均復旧日数 

年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

復旧 

日数 
5.9 日 10.4日 2.2 日 2.3 日 2.1 日 2.9 日※ 

※姫路第二発電所の蒸気タービン不具合に伴う日数を除く。 

出典：第１２回電力需給検証小委員会資料 
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Ⅲ 電力需給対策 

１ 節電取組の促進 

○ 今冬の需要想定では、節電影響を101万 kWと見込んでおり、電力の安定供給には、こ

れが着実に実施される必要がある。 

○ また、火力発電が高稼働となるなか計画外停止の総数は全国的に増加傾向にあること等

を考慮すると、今冬についても電力需給がひっ迫することのないよう、日頃からの節電

の取組が非常に重要である。 

○ 昨冬、関西広域連合は、一昨年同様の着実な節電（平成22年度冬比７％）を呼びかけ、

実績として節電要請期間中の平均で１８時台で約９％（約２１０万 kW）の節電等の効

果が得られた。 

○ このため、今冬についても、府県民や事業者の皆様に対して、無理のない範囲で節電の

着実な取組をお願いしていくことが重要である。 

○ なお、節電取組については、高齢者や乳幼児、体調の悪い方にまでご負担をおかけする

ものではないことを、引き続き周知していく。 

資料１１ 昨冬の節電等の実績（１８時台） 出典：関西電力提供資料
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２ 関西電力への要請

○ 電力需給については、電力安定供給に最低限必要とされる予備率３％以上は確保できる

こととされているが、これにはトラブルによる供給力の低下は織り込まれていない。 

○ これまでの状況から見ても、トラブルによる数％規模の供給力の低下は起こり得るもの

であり、電力需給のひっ迫を引き起こす恐れがあることを認識しておく必要がある。 

○ このため、次の事項を関西電力に対して要請していく。 

・ 日常からの巡回点検の強化により計画外停止のリスクを低いレベルに抑えるなど、引

き続き、リスク管理に万全を期すこと 

・ トラブルが発生した際にも迅速に対処できるよう、日頃からしっかりとした復旧体制

を整えておくこと 

○ また、今冬を通じて安心で安定した需給が維持できるよう、府県民や事業者の皆様に対

する節電の啓発を要請していく。 

○ さらに、需給がひっ迫すると想定される場合には、卸電力取引所からの調達や電力広域

的運営推進機関の指示に基づく需給ひっ迫融通の受電などにより、供給力を確保すると

ともに、瞬時調整特約の発動やネガワット取引の実施、BEMSアグリゲータの活用、一

層の節電取組の広報による需要の抑制など、できる限りの需給対策を速やかに講じるこ

とを要請していく。 


